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(57)【要約】
【課題】ＩＰアドレスやポート番号などを書き換えてパ
ケットを転送する中継装置がクライアントとサーバの間
に存在する場合であっても適切な画面表示情報をクライ
アント端末に提供することができる中継装置及び中継方
法を提供することを目的とする。
【解決手段】上位中継装置５を介してインターネット１
に接続されているか否かを検出し、上位中継装置５に接
続されている場合には、上位中継装置５に対して、転送
設定要求を行う。この転送設定要求が完了した場合には
、その設定内容に基づいて中継装置７配下のサーバのリ
ンク情報を生成する。このリンク情報は、ウェブページ
に埋め込まれ、インターネット１から中継装置７配下の
サーバをアクセスすることができるようになる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
端末装置と接続され、かつ、接続された前記端末装置を管理するとともに、他の中継装置
を介してコンピュータ装置と接続され、かつ、前記コンピュータ装置から送信されたパケ
ットを前記他の中継装置のポートフォワード機能を介して受信し、前記端末装置へポート
フォワードする中継装置であって、
　前記他の中継装置の所定のポート番号宛に送信されたパケット全てを当該中継装置の所
定のポート番号宛にポートフォワードする、前記他の中継装置の所定のポート番号と前記
中継装置の所定のポート番号との関連付け機能を備えるとともに、前記コンピュータ装置
上で前記端末装置が選択された場合には前記コンピュータ装置から前記他の中継装置の所
定のポート番号宛にパケットを送信させるための、前記他の中継装置の所定のポート番号
と前記端末装置とのリンク情報を前記コンピュータ装置へ送信する制御部を備えたことを
特徴とする中継装置。
【請求項２】
中前記関連付けは、前記他の中継装置の所定のポート番号宛に送信されたパケット全てを
当該中継装置の所定のポート番号宛にポートフォワードするためのポートフォワードを設
定する要求と、当該中継装置の所定のポート番号と、を前記他の中継装置へ送信し、前記
他の中継装置がポートフォワードする際の前記他の中継装置の所定のポート番号を受信し
、前記他の中継装置の所定のポート番号と当該中継装置の所定のポート番号との関連付け
ることを特徴とする請求項１記載の中継装置。
【請求項３】
前記端末装置は複数の端末装置であり、それぞれの端末装置はそれぞれのＩＰアドレスを
有し、前記それぞれの端末装置のＩＰアドレスと当該中継装置のそれぞれの所定のポート
番号とを対応させるポートマッピングテーブルを備え、当該中継装置は当該中継装置のＩ
Ｐアドレスを有し、前記制御部は、前記他の中継装置に、当該中継装置のＩＰアドレスの
それぞれの所定のポート番号に対して、それぞれ前記他の中継装置のポート番号を割当て
させ、それぞれの前記他の中継装置の所定のポート番号とそれぞれの当該中継装置の所定
のポート番号とを関連付けることを特徴とする請求項２記載の中継装置。
【請求項４】
前記制御部は、前記端末装置が当該中継装置に接続された場合に、前記関連付け機能を実
行することを特徴とする請求項１記載の中継装置。
【請求項５】
前記制御部は、当該中継装置が前記端末装置へポートフォワードをする設定の後、前記関
連付け機能を実行することを特徴とする請求項１あるいは２記載の中継装置。
【請求項６】
前記リンク情報は、前記制御部に設けられ、前記コンピュータ装置へ送信され、前記コン
ピュータ装置に表示されるウェブページ情報であることを特徴とする請求項１から４いず
れか１項記載の中継装置。
【請求項７】
前記リンク情報は前記他の中継装置のポート番号を含み、前記コンピュータ装置上で前記
端末装置が選択された場合には前記コンピュータ装置から前記他の中継装置の所定のポー
ト番号宛にパケットを送信させることを特徴とする請求項６記載の中継装置。
【請求項８】
端末装置と接続され、かつ、接続された前記端末装置を管理するとともに、他の中継装置
を介してコンピュータ装置と接続され、かつ、前記コンピュータ装置から送信されたパケ
ットを前記他の中継装置のポートフォワード機能を介して受信し、前記端末装置へポート
フォワードする中継方法であって、
　前記他の中継装置の所定のポート番号宛に送信されたパケット全てを当該中継装置の所
定のポート番号宛にポートフォワードする、前記他の中継装置の所定のポート番号と前記
中継装置の所定のポート番号との関連付け機能を備え、
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　前記コンピュータ装置上で前記端末装置が選択された場合には前記コンピュータ装置か
ら前記他の中継装置の所定のポート番号宛にパケットを送信させるための、前記他の中継
装置の所定のポート番号と前記端末装置とのリンク情報を前記コンピュータ装置へ送信す
ることを特徴とする中継方法。
【請求項９】
前記関連付けは、前記他の中継装置の所定のポート番号宛に送信されたパケット全てを当
該中継装置の所定のポート番号宛にポートフォワードするためのポートフォワードを設定
する要求と、当該中継装置の所定のポート番号と、を前記他の中継装置へ送信し、前記他
の中継装置がポートフォワードする際の前記他の中継装置の所定のポート番号を受信し、
前記他の中継装置の所定のポート番号と当該中継装置の所定のポート番号との関連付ける
ことを特徴とする請求項８記載の中継方法。
【請求項１０】
前記端末装置は複数の端末装置であり、それぞれの端末装置はそれぞれのＩＰアドレスを
有し、前記それぞれの端末装置のＩＰアドレスと当該中継装置のそれぞれの所定のポート
番号とを対応させるポートマッピングテーブルを備え、当該中継装置は当該中継装置のＩ
Ｐアドレスを有し、前記制御部は、前記他の中継装置に、当該中継装置のＩＰアドレスの
それぞれの所定のポート番号に対して、それぞれ前記他の中継装置のポート番号を割当て
させ、それぞれの前記他の中継装置の所定のポート番号とそれぞれの当該中継装置の所定
のポート番号とを関連付けることを特徴とする請求項９記載の中継方法。
【請求項１１】
前記リンク情報は、前記制御部に設けられ、前記コンピュータ装置へ送信され、前記コン
ピュータ装置に表示されるウェブページ情報であることを特徴とする請求項８から１０い
ずれか１項記載の中継方法。
【請求項１２】
前記リンク情報は前記他の中継装置のポート番号を含み、前記コンピュータ装置上で前記
端末装置が選択された場合には前記コンピュータ装置から前記他の中継装置の所定のポー
ト番号宛にパケットを送信させることを特徴とする請求項１１記載の中継方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クライアント端末からの要求に対し、ウェブページなどの画面表示情報を送
信することができる中継装置及び中継方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ネットワーク技術の急速な発達のより企業や家庭内でローカルエリアネットワー
ク（ＬＡＮ）を構築するようになってきており、ブロードバンドルータなどの中継装置を
介して、このローカルエリアネットワークからインターネットなどの広域ネットワークへ
接続することが多くなってきている。
【０００３】
　一方、広域ネットワークやローカルネットワーク内にサーバを設置し、各種情報を提供
することも近年頻繁に行なわれるようになってきており、コンピュータ装置からネットワ
ークに接続することにより種々の情報を入手することができるようになってきている。
【０００４】
　しかし、ローカルネットワーク内に接続されたサーバに広域ネットワークからアクセス
するためには、広域ネットワークとローカルネットワークとの間に接続されているルータ
装置にポートフォワード（静的ＩＰマスカレード機能）などの転送設定を行なう必要があ
る。従って、広域ネットワーク側からローカルネットワーク内のサーバにアクセスするた
めには、ルータのＩＰアドレス若しくはホスト名に加え、サーバへ転送するためのポート
番号を入力する必要があった。
【０００５】
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　そこで、出願人は、（特許文献１）で、カメラサーバなどのサーバにリンクを張ったウ
ェブページを動的に生成し、クライアント端末からルータにアクセスすることにより、サ
ーバからの情報を取得できるルータを提案した。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１９８５８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以上のように出願人が提案したルータは、カメラサーバなどのサーバにリンクを張った
ウェブページを動的に生成し、クライアント端末からルータにアクセスすることにより、
サーバからの情報を取得できるものであるが、ＩＰアドレスやポート番号などを書き換え
てパケットを転送する中継装置がクライアントとサーバの間に存在する場合の対応は考慮
されていない。
【０００８】
　そこで、本発明は、コンピュータ装置上で端末装置が選択された場合には、コンピュー
タ装置が他の中継装置の所定のポート番号宛へパケットを送信する。他の中継装置は、中
継装置の制御部が有する関連付け機能により、他の中継装置の所定のポート番号宛に送信
されたパケット全てを当該中継装置の所定のポート番号宛にポートフォワードし、当該中
継装置は当該中継装置の所定のポート番号宛に送信されたパケットを端末装置へポートフ
ォワードする。その結果、コンピュータ装置から送信されたパケットは自動的に端末装置
へ到達可能とし、また、コンピュータ装置の使用者はコンピュータ装置上で端末装置を選
択すると、コンピュータ装置から送信されたパケットが自動的に他の中継装置のポートフ
ォワードと当該中継装置のポートフォワードとを介して端末装置へアクセスできる中継装
置及び中継方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は上記従来の課題を解決するために、端末装置と接続され、かつ、接続された端
末装置を管理するとともに、他の中継装置を介してコンピュータ装置と接続され、かつ、
コンピュータ装置から送信されたパケットを他の中継装置のポートフォワード機能を介し
て受信し、端末装置へポートフォワードする中継装置であって、他の中継装置の所定のポ
ート番号宛に送信されたパケット全てを当該中継装置の所定のポート番号宛にポートフォ
ワードする、他の中継装置の所定のポート番号と当該中継装置の所定のポート番号との関
連付け機能を備えるとともに、コンピュータ装置上で端末装置が選択された場合にはコン
ピュータ装置から他の中継装置の所定のポート番号宛にパケットを送信させるための、他
の中継装置の所定のポート番号と端末装置とのリンク情報をコンピュータ装置へ送信する
制御部を備えたことしたので、コンピュータ装置上で端末装置が選択された場合には、コ
ンピュータ装置が他の中継装置の所定のポート番号宛へパケットを送信する。他の中継装
置は、中継装置の制御部が有する関連付け機能により、他の中継装置の所定のポート番号
宛に送信されたパケット全てを当該中継装置の所定のポート番号宛にポートフォワードし
、当該中継装置は当該中継装置の所定のポート番号宛に送信されたパケットを端末装置へ
ポートフォワードする。その結果、コンピュータ装置から送信されたパケットは自動的に
端末装置へ到達可能になった。
【００１０】
　また、コンピュータ装置の使用者はコンピュータ装置上で端末装置を選択すると、コン
ピュータ装置から送信されたパケットが自動的に他の中継装置のポートフォワードと当該
中継装置のポートフォワードとを介して端末装置へアクセスすることができるようになっ
た。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明によれば、中継装置を介して広域ネットワーク等に接続されたときでも、適切な
リンク情報を付加した画面表示情報を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１における中継装置を含むネットワークシステムの構成を示
す図
【図２】本発明の実施の形態１における中継装置の内部構成図
【図３】本発明の実施の形態１における中継装置のＤＨＣＰ割当テーブルの内容を示す図
【図４】本発明の実施の形態１におけるに中継装置のポートマッピングテーブルの内容を
示す図
【図５】本発明の実施の形態１における中継装置の上位中継装置ポートマッピング情報の
内容を示す図
【図６】本発明の実施の形態１における中継装置の動作を示すフローチャート
【図７】本発明の実施の形態１における中継装置のポートフォワード設定処理の動作を示
すフローチャート
【図８】本発明の実施の形態１における中継装置の上位中継装置へのポートフォワード設
定処理動作を示すフローチャート
【図９】本発明の実施の形態１における中継装置を含むネットワークシステムの動作シー
ケンス図
【図１０】本発明の実施の形態１における中継装置のウェブページの表示内容を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明に記載の第１の発明は、端末装置と接続され、かつ、接続された端末装置を管理
するとともに、他の中継装置を介してコンピュータ装置と接続され、かつ、コンピュータ
装置から送信されたパケットを他の中継装置のポートフォワード機能を介して受信し、端
末装置へポートフォワードする中継装置であって、他の中継装置の所定のポート番号宛に
送信されたパケット全てを当該中継装置の所定のポート番号宛にポートフォワードする、
他の中継装置の所定のポート番号と当該中継装置の所定のポート番号との関連付け機能を
備えるとともに、コンピュータ装置上で端末装置が選択された場合にはコンピュータ装置
から他の中継装置の所定のポート番号宛にパケットを送信させるための、他の中継装置の
所定のポート番号と端末装置とのリンク情報をコンピュータ装置へ送信する制御部を備え
たことを特徴とするものであり、コンピュータ装置上で端末装置が選択された場合には、
コンピュータ装置が他の中継装置の所定のポート番号宛へパケットを送信する。他の中継
装置は、中継装置の制御部が有する関連付け機能により、他の中継装置の所定のポート番
号宛に送信されたパケット全てを当該中継装置の所定のポート番号宛にポートフォワード
し、当該中継装置は当該中継装置の所定のポート番号宛に送信されたパケットを端末装置
へポートフォワードする。その結果、コンピュータ装置から送信されたパケットは自動的
に端末装置へ到達可能になる。
【００１４】
　また、コンピュータ装置の使用者はコンピュータ装置上で端末装置を選択すると、コン
ピュータ装置から送信されたパケットが自動的に他の中継装置のポートフォワードと当該
中継装置のポートフォワードとを介して端末装置へアクセスすることができる。
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１６】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における中継装置を含むネットワークシステムの構成を
示す図である。
【００１７】
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　図１において、１はインターネットなどの広域ネットワーク、２は広域ネットワーク１
に接続されたコンピュータ装置（以下、ＰＣ２）である。ＰＣ２は、汎用ブラウザ手段を
有し、後述のウェブサーバ４などにアクセスしウェブページを表示することができる。
【００１８】
　３はＤＮＳ（Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）サーバであり、広域ネットワー
ク１に接続された機器に割り当られたＩＰアドレスとそれに対応するホスト名を関連付け
て記憶しており、ＰＣ２等のクライアント端末から広域ネットワーク１を介してあるホス
ト名を持つ機器のＩＰアドレスを要求されると、記憶した情報を検索し、要求されたホス
ト名に対するＩＰアドレスをクライアント端末に送信する。
【００１９】
　４はウェブサーバであり、コンピュータ装置２等からのアクセスに対し、ウェブページ
を提供する。なお、このウェブページは、ＨＴＭＬなどのマークアップ言語で記述されて
おり、Ｊａｖａ（登録商標）等のプログラムを含める場合もある。
【００２０】
　５は広域ネットワーク１に接続された上位中継装置（以下説明する中継装置７との区別
を明確にするため、中継装置であるが上位中継装置という）であり、配下に第１のローカ
ルネットワークを構成する。６は第１のローカルネットワークに接続されたコンピュータ
装置（以下、ＰＣ６）である。この上位中継装置５を介して、第１のローカルネットワー
クに接続されたＰＣ６等と広域ネットワーク１に接続されたＰＣ２等との通信が可能とな
る。
【００２１】
　次に、７は中継装置（本発明のサーバ及び中継装置）、８ａ～ｃは画像サーバ、９はコ
ンピュータ装置（以下、ＰＣ９）であり、画像サーバ８ａ～ｃやＰＣ９を配下にして、第
２のローカルネットワークを構成している。なお、中継装置７は、第１のローカルネット
ワークと第２のローカルネットワークの通信パケットを中継する機能を有するとともに、
ウェブサーバとしての機能をも併せ持つ。
【００２２】
　次に、本発明の実施の形態１における中継装置７の内部構成について図２を用いて説明
する。図２は、本発明の実施の形態１における中継装置の内部構成図である。図２におい
て、２１は、第１のネットワークと接続するための第１ネットワークＩ／Ｆ部であり、Ｔ
ＣＰ／ＩＰ等のプロトコルに基づき、広域ネットワーク１や上位中継装置５配下の第１の
ローカルネットワークに接続することができる。
【００２３】
　２２ａ～ｃは、ローカルネットワークＩ／Ｆ部であり、ＰＣ９や画像サーバ８ａ～ｃ等
を接続することができ、中継装置７を含めローカルネットワークＩ／Ｆ部２２ａ～ｃに接
続（ハブ等を介して接続されている場合を含む）された機器と図１に示すように第２のロ
ーカルネットワークを構成する。
【００２４】
　２３は、ウェブサーバ部であり、第１ネットワークＩ／Ｆ部２１やローカルネットワー
クＩ／Ｆ部２２ａ～ｃを介してアクセス可能なように構成されている。例えば、第１ネッ
トワークＩ／Ｆ部２１のローカルＩＰアドレスが「１９２．１６８．１．１」に割当てら
れているとき、ＰＣ６から「Ｈｔｔｐ：／／１９２．１６８．１．１：８０」を指定した
パケットを送信すると、上位中継装置５でこの送信パケットが中継装置７にルーティング
される。この送信パケットはポート番号８０でアクセスされているためウェブサーバ部２
３（ポート番号８０）で受信される。ウェブサーバ部２３は、ＰＣ９からアクセスされる
と、そのアクセス内容に従い、所定のウェブページを送信したり、中継装置７の設定内容
を変更したり等の動作を後述の制御手段２６に要求したりする。
【００２５】
　２４は、ＤＨＣＰサーバ部であり、第２のネットワークに接続された機器からＩＰアド
レス割当要求を受信すると、後述のＤＨＣＰ割当テーブル２５ｂに設定されてないローカ
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ルＩＰアドレスの中の一つを登録し、その機器に対してローカルＩＰアドレスを割当ＯＫ
の応答を返送する。
【００２６】
　２５は、記憶手段であり、プログラムや各種設定情報を記憶している。この記憶手段に
は、以下説明する各記憶手段を含む。
【００２７】
　２５ａは、ＤＨＣＰ割当てテーブル記憶手段であり、ＤＨＣＰサーバ部２４が配下の端
末に割当てたＩＰアドレスを端末のＭＡＣアドレスとともに記憶するものである。このＤ
ＨＣＰ割当テーブル記憶手段２５ａは、例えば図３のように構成されている。図３では、
中継装置７にＩＰアドレス「１９２．１６８．０．２」が、画像サーバ８ａ～ｃにそれぞ
れ、ＩＰアドレス「１９２．１６８．０．３」～「１９２．１６８．０．５」が割当てら
れていることを示している。
【００２８】
　２５ｂは、ウェブページ記憶手段であり、予め設定されたウェブページや後述のウェブ
ページ生成手段２６ｄで生成されるウェブページを記憶する。なお、ウェブページとは、
ＨＴＭＬ等のマークアップ言語やＪａｖａ（登録商標）等のプログラムにより作成される
画面表示情報であり、コンピュータ装置の表示手段で表示するために用いられるものであ
る。
【００２９】
　２５ｃはポートマッピングテーブル記憶手段であり、自装置７のポートマッピングテー
ブル（以下、「自装置ポートマッピングテーブル」とする）と、上位中継装置５のポート
マッピング情報（以下、「上位中継装置ポートマッピング情報」とする）とが記憶されて
いる。
【００３０】
　ここで、自装置ポートマッピングテーブルは、第２のローカルネットワークに接続され
た機器からのポートフォワード要求（転送設定要求）に基づいて、第１ネットワークＩ／
Ｆ部２１側のポート番号（以下、「自装置外部ポート番号」とする）と関連付けて設定さ
れるものであり、例えば、図４のように構成されている。図４では、画像サーバ８ａ～ｃ
、ＰＣ９についてのポートフォワード設定（転送設定）が行なわれていることを示すもの
である。例えば、第１のネットワーク側から中継装置７の第１のネットワーク側ＩＰアド
レス宛てにパケットが送信された場合に、そのパケットのあて先ポート番号が「８００１
」とすると、そのパケットは、図４の自装置ポートマッピングテーブルに従って、あて先
ＩＰアドレスを「１９２．１６８．０．２」へ、あて先ポート番号を「８００」に変更し
た後、ローカルネットワークＩ／Ｆ部２２から転送されることになる。
【００３１】
　また、上位中継装置ポートマッピング情報は、自装置外部ポート番号と上位中継装置５
の広域ネットワーク側の外部ポート番号（以下、「上位中継装置外部ポート番号」とする
）を関連付けた情報である。この情報は、自装置ポートマッピングテーブルに設定された
自装置外部ポート番号のうち、画像サーバ８ａ～ｃに設定された自装置外部ポート番号と
、その自装置外部ポート番号に関して後述のポートフォワード設定手段２６ｂにより設定
要求した上位中継装置外部ポート番号とを関連付けて記憶するものであり、例えば、図５
のように構成されている。図５では、上位中継装置外部ポート番号「８０」「８０００」
「８００３」「８００４」と自装置外部ポート番号「８０」「８００１」「８００２」「
８００３」とが関連付けられていることを示している。
【００３２】
　２５ｄは、上位中継装置５の広域ネットワーク側のＩＰアドレス（以下、「上位装置外
部アドレス」とする）を記憶する上位中継装置アドレス記憶手段である。
【００３３】
　２６は、中継装置９全体を制御する制御手段であり、上位中継装置検出手段２６ａ、ポ
ートフォワード設定手段２６ｂ、上位中継装置アドレス取得手段２６ｃ、ウェブページ生
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成手段２６ｄ、上位中継装置状態監視手段２６ｅ等の各種制御手段を有する。
【００３４】
　上位中継装置検出手段２６ａは、自装置７のＩＰアドレスがローカルＩＰアドレスであ
った場合、第１ネットネットワークＩ／Ｆ部からルータ発見パケットをマルチキャスト又
はブロードキャストし、応答があったとき、上位中継装置５が存在すると判断する。なお
、デフォルトゲートウェイにルータ発見パケットをユニキャストし、応答があったとき、
応答パケットに含まれるＩＰアドレスから中継装置５が存在するかどうかを判断してもよ
い。また、自装置７のＩＰアドレスがローカルＩＰアドレスであるかどうかにより簡易に
判断してもよい。
【００３５】
　ポートフォワード設定手段２６ｂは、上位中継装置５に対してポートフォワード設定を
行なうものである。具体的には、自装置ポートマッピングテーブルに設定された自装置外
部ポート番号のうち画像サーバ８ａ～ｃに設定された自装置外部ポート番号と、自装置７
の第１ネットワークＩ／Ｆ側のＩＰアドレス、転送設定したい上位中継装置外部ポート番
号とを含むポートフォワード設定要求を上位中継装置５に送信し、上位中継装置５のポー
トフォワード設定を行なう。このポートフォワード設定要求に対し、設定ＯＫの応答を上
位中継装置５から受信すると、ポートマッピングテーブル記憶手段２５ｃの上位中継装置
ポートマッピング情報としてポートフォワード設定した上位中継装置外部ポート番号と自
装置外部ポート番号を関連付けて記憶する。
【００３６】
　上位中継装置アドレス取得手段２６ｃは、上位中継装置５に対して、上位中継装置５の
広域ネットワーク１側（外部ネットワーク側）のアドレス情報（上位装置外部アドレス）
の送信を要求し、その要求に対する応答に含まれる上位中継装置外部アドレス情報を取得
し、上位中継装置アドレス記憶手段２５ｄに記憶する。
【００３７】
　ウェブページ生成手段２６ｄは、ポートマッピングテーブル記憶手段２６ｃの情報に基
づいて、画像サーバ８ａ～ｃへのリンク情報を含むウェブページを生成する。この生成さ
れるウェブページは、自装置ポートマッピングテーブルに基づいて行なうものと、上位中
継装置ポートマッピング情報に基づいて行なうものがある。
【００３８】
　上位中継装置検出手段２６ａにより上位中継装置５が存在していると判定した場合には
、上位中継装置ポートマッピング情報の上位中継装置外部ポート番号と上位中継装置アド
レス記憶手段２６ｄに記憶された上位装置外部アドレスによりリンク情報を生成する。
【００３９】
　また、上位中継装置検出手段２６ａにより上位中継装置５が存在しないと判定した場合
には、自装置ポートマッピングテーブルの自装置外部ポート番号と自装置７の第１ネット
ワーク側のアドレスによりリンク情報を生成する。
【００４０】
　上位中継装置状態監視手段２６ｅは、上位中継装置５の外部ＩＰアドレスが変更されて
いないかどうかや、上位中継装置５のポートフォワード設定内容が変更されていないか等
を監視する。
【００４１】
　以上のように構成された本発明の実施の形態１の中継装置５の動作について、図６～図
８のフローチャートを用いて具体的に説明する。
【００４２】
　まず、図６において、中継装置７の電源をＯＮにすると、所定期間内、自装置７に第２
のネットワーク側から送信パケットが受信されるのを待ち（ｓｔｅｐ１）、送信パケット
を受信すると、その送信パケットがＩＰアドレス割当要求か否かが判定される（ｓｔｅｐ
２）。ＩＰアドレス割当要求であった場合には、自装置７が割当てることができるＩＰア
ドレスのうち、使用されていないＩＰアドレスを送信パケットの送信元機器に割当てる（
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ｓｔｅｐ３）。一方、その送信パケットがポートフォワード設定要求（転送要求）であっ
た場合には（ｓｔｅｐ４）、ポートフォワード設定処理を行なう（ｓｔｅｐ５）。このポ
ートフォワード設定処理の詳細については、後述する。
【００４３】
　電源ＯＮから所定期間が経過したと判定した場合には（ｓｔｅｐ６）、上位中継装置検
出手段２６ａは、上位中継装置５が存在するか否かを判定する（ｓｔｅｐ７）。この判定
は、自装置７のＩＰアドレスがローカルＩＰアドレスであった場合、第１ネットネットワ
ークＩ／Ｆ部２１からルータ発見パケットをマルチキャスト又はブロードキャストし、応
答があったとき、上位中継装置５が存在すると判断し、ルータ発見パケットに対して応答
がないときなどは、上位中継装置５が存在しないと判断する。なお、自装置７のＩＰアド
レスは、記憶手段２５に記憶されており、第１のネットワークに接続されたＤＨＣＰサー
バ（図示せず）から動的に割当てられる場合と、第２のネットワーク側に接続されたＰＣ
９等からウェブサーバ部２３にアクセスし、ＰＣ９等の入力手段により入力し設定する場
合などがある。
【００４４】
　上位中継装置５が存在すると判定した場合、ポートフォワード設定手段２６ｂにより、
上位中継装置５のポートフォワード設定処理を行なう（ｓｔｅｐ８）。このポートフォワ
ード設定処理については後述する。
【００４５】
　上位中継装置５へのポートフォワード設定処理が終了すると、次に上位中継装置アドレ
ス取得手段２６ｃにより上位中継装置５の広域ネットワーク１側のＩＰアドレスを通知す
るように、上位中継装置５にアドレス通知要求をする。そして、上位中継装置５の応答に
含まれる上位中継装置外部アドレス情報を取得し、上位中継装置アドレス記憶手段２５ｄ
に記憶する（ｓｔｅｐ９）。
【００４６】
　上位中継装置５の外部アドレス情報を取得すると、ウェブページ生成手段２６ｄは、ポ
ートマッピングテーブル記憶手段２５ｃに記憶された上位中継装置ポートマッピング情報
の上位中継装置外部ポート番号と上位中継装置アドレス記憶手段２６ｄに記憶された上位
中継装置外部アドレスによりリンク情報を生成して、そのリンク情報を含むウェブページ
を生成する（ｓｔｅｐ１０）。例えば、上位中継装置５の外部アドレスが「６０．５．４
．３」であり、リンク情報がＨＴＭＬで記述される場合、画像サーバ８ａへのリンク情報
は、＜ｈｒｅｆ＝”６０．５．４．３：８０００／ｉｍａｇｅ．ｊｐｅｇ”＞、画像サー
バ８ｃへのリンク情報は、＜ｈｒｅｆ＝”６０．５．４．３：８００４／ｉｍａｇｅ．ｊ
ｐｅｇ”＞として生成される。
【００４７】
　ウェブページの生成処理が終了すると、以降上位中継装置５の設定状態を監視し、変更
があった場合、その変更に対応する処理を行なう（ｓｔｅｐ１１、１２）。具体的には、
上位中継装置状態監視手段２６ｅにより、上位中継装置５の外部ＩＰアドレスが変更され
ていないかどうかや、上位中継装置５のポートフォワード設定内容が変更されていないか
等を定期的に監視する。この監視は、上位中継装置状態監視手段２６ｅが、第１ネットワ
ークＩ／Ｆ部２１側から上位中継装置５に対する上位中継装置外部アドレス取得要求やポ
ートフォワード設定状況通知要求を行い、その応答に基づいて行なわれる。そして、上位
中継装置外部アドレスが変更されていると判定した場合、上位中継装置状態監視手段２６
ｅは、制御手段２６にその変更された上位中継装置アドレスを通知し、制御手段２６は、
上位中継装置アドレス記憶手段２５ｄに記憶した上位中継装置アドレスを変更後の上位中
継装置アドレスに置き換え、さらに、ウェブページ生成手段２６ｄに対し、上位中継装置
アドレス記憶手段２５ｄに新しく記憶した上位中継装置外部アドレスを用いてウェブペー
ジを生成し、ウェブページ記憶手段２５ｂの内容を更新させる。例えば、上位中継装置状
態監視手段２６ｅは上位中継装置アドレスが、上記中継装置アドレス記憶手段２５ｄに記
憶されている上位中継装置外部アドレス「６０．５．４．０」と同じかどうかを判定し、
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上位中継装置アドレスが「６０．５．４．３」へ変更になっていた場合、その変更を検出
して、制御手段２６へ通知する。制御手段２６は、上位中継装置アドレス記憶手段２５ｄ
に記憶されている上位中継装置外部アドレス「６０．５．４．０」を「６０．５．４．３
」へ置き換える。さらに、制御手段２６は、ウェブページ生成手段２６ｅに変更後のアド
レスを用いてウェブページを生成するように要求する。ウェブページ生成手段２６ｄは、
変更された上位中継装置外部アドレス「６０．５．４．３」とポートマッピングテーブル
記憶手段２５ｃに記憶された上位中継装置ポートマッピング情報の上位中継装置外部ポー
ト番号によりリンク情報を生成し、そのリンク情報を含むウェブページを生成する。上位
中継装置ポートマッピングテーブルが図５のように設定されており、リンク情報をＨＴＭ
Ｌで記述する場合、画像サーバ８ａへのリンク情報は、＜ｈｒｅｆ＝”６０．５．４．３
：８０００／ｉｍａｇｅ．ｊｐｅｇ”＞、画像サーバ８ｃへのリンク情報は、＜ｈｒｅｆ
＝”６０．５．４．３：８００４／ｉｍａｇｅ．ｊｐｅｇ”＞として生成し、ウェブペー
ジが生成する。そして、生成したウェブページをウェブページ記憶手段２５ｂに上書きす
る。
【００４８】
　また、上位中継装置５のポートフォワード設定内容が変更されていると判定した場合、
上位中継装置状態監視手段２６ｅは、制御手段２６にその変更されたアドレスを通知し、
制御手段２６は、ポートフォワード設定手段２６ｂを動作させ、上位中継装置５へポート
フォワードの設定を再度行なう。例えば、上位中継装置状態監視手段２６ｅにより、上位
中継装置５のポートフォワード設定内容が全くないと判定した場合、ｓｔｅｐ８の上位中
継装置５へのポートフォワード設定処理を行った後、ｓｔｅｐ１０のウェブページ生成処
理を行なう。なお、上位中継装置５のポートフォワード設定内容がなくなる場合としては
、上位中継装置５の電源が途中でＯＦＦされたことにより上位中継装置５のポートマッピ
ングテーブルが初期化される等がある。また、一部のポートフォワード設定のみ変更若し
くはなくなっている場合には、その変更若しくはなくなっているポートフォワード設定に
対応する上位中継装置外部ポート番号に関するものだけ、上位中継装置５へのポートフォ
ワード設定処理を行なう。
【００４９】
　ｓｔｅｐ７で上位中継装置５が存在しないと判定した場合、ウェブページ生成手段２６
ｄにより、ポートマッピングテーブル記憶手段２５ｃに記憶された自装置ポートマッピン
グテーブルに基づいたリンク情報を生成し、そのリンク情報を含むウェブページを生成す
る。中継装置７の第１ネットワークＩ／Ｆ部２１側のＩＰアドレスが「６０．５．４．５
」、自装置ポートマッピングテーブルが図４のように設定されており、リンク情報をＨＴ
ＭＬで記述する場合、画像サーバ８ａへのリンク情報は、＜ｈｒｅｆ＝”６０．５．４．
５：８０００／ｉｍａｇｅ．ｊｐｅｇ”＞、画像サーバ８ｃへのリンク情報は、＜ｈｒｅ
ｆ＝”６０．５．４．５：８００１／ｉｍａｇｅ．ｊｐｅｇ”＞として生成される。
【００５０】
　以上のように、上位中継装置５が存在するか否かにより、生成するウェブページのリン
ク情報を変更することができる。なお、ここで、上位中継装置５が存在しない場合には、
グローバルＩＰアドレスが中継装置５の第１のネットワークＩ／Ｆ部２１側のＩＰアドレ
スとして割当てられることが多いため、中継装置７の第１ネットワークＩ／Ｆ部２１側の
ＩＰアドレスが「６０．５．４．５」割当てられたとした説明したが、上位中継装置５が
存在しない場合でも、ローカルＩＰアドレスが割当てられることもある。
【００５１】
　なお、ｓｔｅｐ１～５までの処理は、第２のネットワークに接続された機器からの要求
によりＩＰアドレス及びポートフォワード設定を行なうこととして説明したが、中継装置
７が接続された第２のネットワークに接続された機器を検出し、ＩＰアドレス及びポート
フォワードの設定をするようにしてもよい。例えば、画像サーバ８が第２のネットワーク
に接続されると、画像サーバのＭＡＣアドレスを所定期間内所定間隔でブロードキャスト
し、その要求を受けて中継装置７が画像サーバに対する自動設定（ＩＰアドレスの割当て
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やポートフォワードの設定等）を行なうようにする。
【００５２】
　次に、ｓｔｅｐ５の自装置７のポートフォワード設定処理について図７を用いて説明す
る。
【００５３】
　第２のネットワークに接続された機器からポートフォワード設定要求を受けると、制御
手段２６は、その要求で指定されている外部ポート番号が未割当ての番号かどうかが判定
され（ｓｔｅｐ５０）、指定される外部ポート番号が未割当てであり、割当て可能な場合
には、ポートフォワード設定要求に含まれる機器のＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、ポー
ト番号と中継装置７の自装置外部ポート番号とを関連付けてポートマッピングテーブル記
憶手段２５ｃの自装置ポートマッピングテーブルに記憶する（ｓｔｅｐ５１）。そして、
ポートフォワード設定要求を行なった機器に対し割当てＯＫの応答を送信する（ｓｔｅｐ
５２）。一方、指定される自装置外部ポート番号がすでに割当て済であり、指定された自
装置外部ポート番号ではポートフォワード設定ができない場合には、割当て不可の応答を
ポートフォワード設定要求を行なった機器に送信する（ｓｔｅｐ５３）。
【００５４】
　以上のようにして中継装置７のポートフォワード設定処理が行なわれる。
【００５５】
　次に、ｓｔｅｐ８の上位中継装置５へのポートフォワード設定処理について図８を用い
て具体的に説明する。
【００５６】
　まず、ポートマッピングテーブル記憶手段２５ｃから自装置ポートマッピングテーブル
を取り出す（ｓｔｅｐ８０）。そして、取り出した自装置ポートマッピングテーブルの中
で、画像サーバ８にポートフォワード設定をしているか否かを判定する（ｓｔｅｐ８１）
。画像サーバ８にポートフォワード設定をしていると判定した場合には、ポートフォワー
ド設定された自装置外部ポート番号のうち一つを取り出し、上位中継装置５にポートフォ
ワードの設定要求を送信する（ｓｔｅｐ８２）。ポートフォワードの設定要求には、自装
置７の外部ＩＰアドレス及び取り出した自装置外部ポート番号に加え、指定する上位中継
装置外部ポート番号が含まれる。その後、上位中継装置５からポートフォワード設定ＯＫ
の応答が送信されてきたと判定した場合（ｓｔｅｐ８３）、上位中継装置５でポートフォ
ワード設定がされた自装置外部ポート番号と上位中継装置外部ポート番号を関連付けて、
ポートマッピングテーブル記憶手段２５ｃに上位装置ポートマッピング情報として記憶す
る（ｓｔｅｐ８５）。一方、ｓｔｅｐ８３で割当て不可の応答が上位中継装置５から送信
された場合には、指定する上位中継装置外部ポート番号を変えながら割当てＯＫとなるま
でポートフォワード設定要求の送信を上位中継装置５に対して繰り返す（ｓｔｅｐ８４）
。
【００５７】
　以降、画像サーバ８にポートフォワード設定された自装置外部ポート番号の全てについ
て、上位中継装置５へのポートフォワード設定が完了するまで繰り返し上位中継装置５へ
のポートフォワード設定を行なう（ｓｔｅｐ８６～８７）。
【００５８】
　なお、ここでは、自装置ポートマッピングテーブルのうち、画像サーバについてのみポ
ートフォワード設定を行なうこととしたが、他の種類のサーバに対してポートフォワード
設定することとしてもよい。
【００５９】
　また、ウェブサーバ部２３に割当てられている自装置外部ポート番号（ここでは「８０
」とする）は、ポートフォワード設定手段２６ａにより上位中継装置５にポートフォワー
ド設定要求が行なわれる。
【００６０】
　次に、上述のようにして生成されたウェブページを広域ネットワーク１に接続されたＰ
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Ｃ２から上位中継装置５を介して中継装置７にアクセスし、中継装置７からウェブページ
を取得する際の動作について、図９及び図１０を用いて説明する。
【００６１】
　なお、自装置ポートマッピングテーブルと上位中継装置ポートマッピング情報はそれぞ
れ図４，５のように設定されているとする。また、上位中継装置ポートマッピングも上位
中継装置ポートマッピング情報に対応する形で設定されているものとする。（なお、上位
中継装置外部ポート番号「８０」については、中継装置７のポート８０番にポートフォワ
ード設定されているとする）。
【００６２】
　まず、クライアント端末であるＩＰアドレス「６０．５．４．３」のＰＣ２からＨｔｔ
ｐプロトコルであて先を「６０．５．４．３：８０」（あて先ＩＰアドレスが「６０．５
．４．３」であて先ポート番号「８０」。以下同様の記述方式で説明）としてパケットを
送信する（ｓｑ１）。このパケットは、ＩＰアドレス「６０．５．４．３」の上位中継装
置５で受信される。上位中継装置５は、受信したパケットからあて先ポート番号を取り出
し、受信したパケットの送り先を判断する。ここで、ポート番号「８０」は、中継装置７
「１９２．１６８．１．１」のポート「８０」に転送するように設定されているため、上
位中継装置５は、中継装置７のＩＰアドレス「１９２．１６８．１．１」及びポート番号
「８０」をあて先として、コンピュータ装置２から受信したパケットを転送する（ｓｑ２
）。この転送されたパケットを中継装置７が受信すると、中継装置７はポート番号「８０
」に割当ら得ているウェブサーバ部２３にそのパケットのデータ内容を通知する。ウェブ
サーバ部２３は、ウェブページ記憶手段２５ｂからウェブページ生成手段２６ｄにより生
成されたウェブページを取り出し、パケットの送信元であるＰＣ２に返送する（ｓｑ３）
。ＰＣ２でウェブページを受信するとその内容を実行する。このウェブページは、図１０
のように画像サーバ８ａ～ｐ（ｄ～ｐまでは図示せず）からの画像データを各枠に表示さ
せるように記述又はプログラムされており、ＰＣ２は中継装置７から送信されたウェブペ
ージの情報に基づいて、各画像サーバ８に表示手段に表示させる各枠の画像データを送信
するように要求し（ｓｑ４～１２）、各画像サーバ８はＰＣ２の要求に従って画像データ
を送信する（１３～１５）。例えば、「画像サーバ１」の枠には、ＩＰアドレス「６．５
．４．０」及びポート番号「８０００」の装置の「ｉｍａｇｅ．ｊｐｅｇ」を表示するこ
とができるように、ＨＴＭＬでは＜ｈｒｅｆ＝”６．５．４．０：８０００／ｉｍａｇｅ
．ｊｐｅｇ”＞と記述されており、ＰＣ２は、Ｈｔｔｐプロトコルで「６０．５．４．３
：８０００」宛てに「ｉｍａｇｅ．ｊｐｅｇ」を要求するパケットを広域ネットワーク１
に送信する（ｓｑ４）。この要求パケットは、上位中継装置５で受信され、あて先ポート
番号が解析され、上位中継装置５のポートマッピングテーブルに基づいて、あて先ＩＰア
ドレス「１９２．１６８．１．１」、あて先ポート番号「８０００」に転送される（ｓｑ
５）。このパケットは中継装置７で受信され、あて先ポート番号が解析され、ポートマッ
ピングテーブル記憶手段２５ｃに記憶された自装置ポートマッピングテーブルに基づいて
、あて先ＩＰアドレス「１９２．１６８．０．１」、あて先ポート番号「８０」に転送さ
れる（ｓｑ６）。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
本発明は、クライアント端末からの要求に対し、ウェブページなどの画面表示情報を送信
することができる中継装置に適用できる。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　広域ネットワーク（インターネット）
　２，６，９　　コンピュータ装置（ＰＣ）
　３　　ＤＮＳサーバ
　４　　ウェブサーバ
　５　　上位中継装置
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　７　　中継装置
　８ａ，８ｂ，８ｃ　　画像サーバ
　２１　　第１ネットワークＩ／Ｆ部
　２２ａ，２２ｂ，２２ｃ　　ローカルネットワークＩ／Ｆ部
　２３　　ウェブサーバ部
　２４　　ＤＨＣＰサーバ部
　２５　　記憶手段
　２５ａ　　ＤＨＣＰ割当テーブル記憶手段
　２５ｂ　　ウェブページ記憶手段
　２５ｃ　　ポートマッピングテーブル記憶手段
　２５ｄ　　上位中継装置アドレス記憶手段
　２６　　制御手段
　２６ａ　　上位中継装置検出手段
　２６ｂ　　ポートフォワード設定手段
　２６ｃ　　上位中継装置アドレス取得手段
　２６ｄ　　ウェブページ生成手段
　２６ｅ　　上位中継装置状態監視手段

【図１】 【図２】
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